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City_information

郵送先住所の記載がない場合、住所は「〒772・8501 撫養町南浜字東浜170」です。

A
Ｓ
Ａ
３
市（
鳴
門
市
・
東

か
が
わ
市
・
南
あ
わ
じ

市
）は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ツ
ー
リ

ズ
ム
を
進
め
て
お
り
、
こ
の
た

び
、
３
市
を
結
ぶ
サ
イ
ク
リ
ン

グ
コ
ー
ス
を
掲
載
し
た「
A
Ｓ

Ａ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
コ
ー
ス
マ
ッ

プ
」が
完
成
し
ま
し
た
。

　
こ
の
マ
ッ
プ
に
は
、
サ
イ
ク
リ

ン
グ
コ
ー
ス
の
ほ
か
に
、
サ
イ
ク

リ
ス
ト
を
温
か
く
も
て
な
す
た
め

の
取
り
組
み
に
積
極
的
な
飲
食
店

な
ど
を「
お
も
て
な
し
ス
ポ
ッ
ト
」

と
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。

　
「
A
Ｓ
Ａ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
お

も
て
な
し
ス
ポ
ッ
ト
」と
書
か

れ
た
の
ぼ
り
と
ス
テ
ッ
カ
ー
を

市
で
は
、
民
間
団
体
に
よ
る

町
づ
く
り
の
推
進
を
図
る

た
め
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
活

用
し
た
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　

採
択
団
体
に
は
、
集
ま
っ
た 

寄
付
金
の
50
％
を
補
助
金
と
し
て

予
算
の
範
囲
内（
１
０
０
万
円
）で

交
付
し
ま
す
。
な
お
、
残
り
の

50
％
は
、
記
念
品
代
な
ど
の
必

要
経
費
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

　

事
業
の
選
考
に
当
た
り
、
次

の
と
お
り
事
業
企
画
を
募
集
し

ま
す
。

【
対
象
団
体
】市
内
に
主
た
る
事
務

所
を
有
す
る
公
益
的
な
団
体

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
任
意
団
体
な
ど
）

掲
示
し
た
店
舗
で
は
、
空
気
入

れ
・
工
具
セ
ッ
ト
な
ど
の
物
品

を
常
時
配
備
し
、
店
舗
独
自
の

サ
ー
ビ
ス
で
サ
イ
ク
リ
ス
ト
を

温
か
く
お
迎
え
し
ま
す
。
サ
イ

ク
リ
ン
グ
中
の
休
憩
や
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
に
お
立
ち
寄
り
く
だ 

さ
い
。

　

な
お
、
こ
の
マ
ッ
プ
は
、
A

Ｓ
Ａ
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
サ
イ
ク

リ
ン
グ
ツ
ー
リ
ズ
ム
特
設
サ
イ

ト
に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、「
お

も
て
な
し
ス
ポ
ッ
ト
」に
備
え

付
け
て
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
公
式
ウ
ェ
ブ

　

サ
イ
ト
新
着
情
報
を
ご
覧
く

　
だ
さ
い
。

【
対
象
事
業
】主
に
市
内
で
実
施

さ
れ
る
事
業
で
、
公
益
性
・

社
会
貢
献
性
が
高
く
、
補
助

金
の
対
象
経
費
が
50
万
円
以
上

の
事
業

【
申
し
込
み
】６
月
29
日（
金
）ま

で
に
持
参
ま
た
は
郵
送
で
市

役
所
戦
略
企
画
課
へ
所
定
の

応
募
書
類
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※ 

詳
し
い
内
容
は
募
集
要
項
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
募
集
要

項
お
よ
び
応
募
書
類

は
同
課
で
配
布
す
る

ほ
か
、
市
公
式
ウェ
ブ

サ
イ
ト
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

瀬戸内の風を感じるサイクリング
３市を結ぶASAサイクリングコースマップが完成

まちづくり事業を募集
ガバメントクラウドファンディング事業

あなたの企画を

応援します

問 市役所戦略企画課 ☎684・1622問 市役所戦略企画課 ☎684・1622

　基本的人権の尊重は、日本国憲法において「国民
は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。こ
の憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことの
できない永久の権利」と規定されています。
　また、人権は「人間の尊厳に基づいて各人が持っ
ている固有の権利であり、社会を構成するすべての
人々が個人としての生存と自由を確保し、社会にお
いて幸福な生活を営むために欠かすことのできない
権利」です。
　しかしながら、今なお、さまざまな人権問題とし
て同和問題をはじめ、女性や障がい者に対する差別
や偏見、子どもや高齢者への虐待、外国人差別といっ
た複雑かつ多様な人権問題があります。
　私たちは、それぞれが多様な考え方を持ちつつ、
社会生活を営んでおり、少しの意識の違いや、言動

のすれ違いから、相手を傷つけたり、自分が傷つく
ことがありますが、こうした中にも「人格や存在の
否定」といった人権問題につながることが含まれて
いることも少なくありません。
　私たちは、不用意な言動をきっかけに加害者にも
被害者にもなり得るのです。
　自分や家族、友人、そして全ての人が幸せに生き
るためにも、私たちは人権について正しく理解し 
「自分たちが守るべき大切なもの」であるとの認識を
持って、お互いにそれぞれを認め合うことが必要 
です。
　そして、自分の身近な生活から人権意識を持って
行動していくことで、全ての人々が幸せを実感する
ことができる「人権尊重のまち鳴門」の実現をともに
めざしていきましょう。

問 市教育委員会生涯学習人権課 ☎686・8803　市役所人権推進課 ☎684・1148

「人権尊重のまち 鳴門」をめざして
私たちの私たちの

〜 人権って何だろう 〜
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